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見 出 し の 要 領 を 別 添 の と お り 制 定 し た の で 、 運 用 上 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

別 添  

放 置 違 反 金 に 係 る 事 務 処 理 要 領  

第 １  趣 旨  

こ の 要 領 は 、道 路 交 通 法（ 昭 和 35年 法 律 第 105号 。以 下「 法 」と い う 。）、道 路 交 通 法 施 行 令（ 昭

和 35年 政 令 第 270号 ） 、 道 路 交 通 法 施 行 規 則 （ 昭 和 35年 総 理 府 令 第 60号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 、

千 葉 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 35年 千 葉 県 公 安 委 員 会 規 則 第 12号 。 以 下 「 細 則 」 と い う 。 ） 及 び

千 葉 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 千 葉 県 規 則 第 13号 の ２ 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ く 、 放 置 違

反 金 に 係 る 各 種 の 事 務 処 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 ２  用 語 の 意 義  

こ の 要 領 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 放 置 車 両  法 第 51条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 違 法 駐 車 と 認 め ら れ る 場 合 に お け る 車 両 で あ っ

て 、 そ の 運 転 者 が こ れ を 離 れ て 直 ち に 運 転 す る こ と が で き な い 状 態 に あ る も の を い う 。  

(２ ) 確 認 標 章  法 第 51条 の ４ 第 １ 項 、 規 則 第 ７ 条 の ７ の 規 定 に よ り 、 放 置 車 両 に 取 り 付 け る 携

帯 端 末 用 確 認 標 章 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） 及 び 手 書 き 確 認 標 章 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を い う 。  

(３ ) 違 反 番 号  放 置 駐 車 違 反 を 特 定 す る た め の 番 号 を い う 。  

(４ ) 車 検 拒 否  法 第 51条 の ７ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 自 動 車 検 査 証 の 返 付 を し な い こ と を い う 。  

第 ３  確 認 標 章  

１  確 認 標 章 の 作 成 及 び 取 付 け  

(１ ) 確 認 標 章 は 、 放 置 車 両 確 認 処 理 用 携 帯 端 末 （ 以 下 「 携 帯 端 末 」 と い う 。 ） に よ り 作 成 す る

も の と す る 。 た だ し 、 携 帯 端 末 を 持 た な い 警 察 官 が 取 締 り を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 手 書 き に よ

り 作 成 す る も の と し て 差 し 支 え な い 。  

(２ ) 警 察 官 及 び 駐 車 監 視 員 （ 以 下 「 警 察 官 等 」 と い う 。 ） は 、 放 置 車 両 を 確 認 し た 場 合 に は 、

当 該 車 両 の 前 面 ガ ラ ス 等 、 運 転 者 が 見 や す い 箇 所 に 確 認 標 章 を 取 り 付 け る も の と す る 。  

    な お 、 確 認 標 章 の 取 付 け 前 に 運 転 者 が 現 れ た 場 合 は 、 口 頭 又 は 警 告 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に

よ り 警 告 措 置 す る も の と す る 。  

２  確 認 標 章 デ ー タ の 報 告 等  

(１ ) 警察官等は、確認標章を取り付けた事案について、携帯端末の電子データ又は放置車両確認標章

（控え）（別記第４号様式）（以下「確認標章データ」という。）により、署長に報告するものとす

る。 

（２）放置車両確認標章（控え）の保存期間は、３年とする。 

(３ ) 署 長 は 、 確 認 標 章 デ ー タ に つ い て 審 査 の 上 、 放 置 駐 車 違 反 管 理 シ ス テ ム に よ り 、 交 通 部 交

通 指 導 課 長 （ 以 下 「 交 通 指 導 課 長 」 と い う 。 ） 宛 て に 報 告 す る も の と す る 。  

な お 、署 長 は 、審 査 の 結 果 、放 置 車 両 の 要 件 に 該 当 し な い と 認 め る 場 合 に は 、そ の 旨 の 意 見

を 付 す る も の と す る 。  

 ３  確 認 標 章 の 管 理  

   (１ ) 携 帯 端 末 用 確 認 標 章  

    警 察 官 等 は 、 携 帯 端 末 用 確 認 標 章 を 使 用 し た 場 合 に は 、 放 置 車 両 確 認 標 章 （ 控 え ） 取 付 措 置

報 告 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 使 用 状 況 を 明 ら か に す る と と も に 、 取 付 け 前 に 警 告 措 置 及 び

誤 記 し た 場 合 に は 、 同 様 式 に よ り 速 や か に 署 長 に 報 告 す る も の と す る 。  



  （ ２ ） 手 書 き 確 認 標 章  

   ア  警 察 官 は 、手 書 き 確 認 標 章 を 貸 与 さ れ た 場 合 に は 、放 置 車 両 確 認 標 章 使 用 状 況 表（ 別 記 第 6

号 様 式 ） に 必 要 事 項 を 明 記 す る も の と す る 。  

   イ  誤 記 等 し た 場 合  

   警察官は、取付け前に警告措置及び誤記した場合には、当該手書き確認標章及び手書き確認標章控え

（以下「手書き確認標章等」という。）を速やかに署長に返納するものとする。 

ウ 署長は、返納を受けた手書き確認標章等については、各月ごとに取りまとめ、翌月の１０日までに手

書き確認標章（誤記等）返納書（別記第 7 号様式）により交通指導課長に返納するものとする。 

  （ ３ ） 紛 失 、 盗 難 等 発 生 時 の 措 置  

     署 長 は 、携 帯 端 末 用 確 認 標 章 及 び 手 書 き 確 認 標 章 等 の 紛 失 又 は 盗 難 の 事 案 が 発 生 し た 場 合 に

は 、必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、手 書 き 確 認 標 章 の 事 故 登 録 報 告 書（ 別 記 第 8号 様 式 ）に よ

り 速 や か に 交 通 指 導 課 長 に 報 告 す る も の と す る 。 ま た 、 汚 損 、 破 損 等 に よ り 使 用 で き な く な

っ た 場 合 は 、 当 該 確 認 標 章 等 を 添 え て 同 様 式 に よ り 交 通 指 導 課 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

 ４  レ ン タ カ ー に 取 り 付 け た 場 合 の 措 置  

 （ １ ） 確 認 事 項 の 速 報  

    警 察 官 等 は 、 レ ン タ カ ー に 確 認 標 章 を 取 り 付 け た 場 合 に は 、 直 ち に そ の 状 況 を 署 長 に 報 告 す

る も の と す る 。  

 （ ２ ） レ ン タ カ ー 事 業 者 へ の 連 絡  

    署 長 は 、放 置 駐 車 違 反 情 報 連 絡 票（ 別 記 第 9号 様 式 ）を 作 成 の 上 、フ ァ ク シ ミ リ に よ り 直 ち に

当 該 レ ン タ カ ー 事 業 者 に 連 絡 す る も の と す る 。  

 ５  放 置 駐 車 違 反 で 検 挙 し た 場 合 の 措 置  

   警 察 官 は 、 署 、 交 番 等 に 出 頭 し た 運 転 者 を 放 置 駐 車 違 反 で 検 挙 し た 場 合 に は 、 そ の 内 容 を 署 長

に 速 報 す る も の と し 、 署 の 担 当 者 は 、 放 置 駐 車 違 反 告 知 速 報 簿 （ 別 記 第 10号 様 式 ） に 必 要 事 項 を

記 載 の 上 、 当 該 交 通 反 則 切 符 等 の 関 係 書 類 を 確 認 後 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

第 ４  弁 明 通 知  

１  弁 明 通 知 書 等 の 発 出  

(１ ) 交 通 指 導 課 長 は 、 報 告 を 受 け た 確 認 標 章 デ ー タ に つ い て 審 査 の 上 、 当 該 車 両 が 放 置 車 両 の

要 件 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 場 合 で 、 か つ 、 当 該 事 案 に つ い て 運 転 者 が 出 頭 せ ず 、 又 は 公 訴 を

提 起 さ れ ず 、 若 し く は 家 庭 裁 判 所 の 審 判 に 付 さ れ て い な い と き は 、 当 該 車 両 の 使 用 者 に 対 し 、

確 認 標 章 を 取 り 付 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ 日 を 経 過 し た 後 、 違 反 番 号 の 記 載 さ れ た 弁 明 通

知 書（ 細 則 第 ４ 号 様 式 の ２ の ２ ）及 び 放 置 違 反 金 仮 納 付 書（ 財 務 規 則 別 記 第 79号 様 式 の ２ ）（ 以

下 「 弁 明 通 知 書 等 」 と い う 。 ） を 発 出 す る も の と す る 。  

な お 、 弁 明 通 知 書 ・ 仮 納 付 発 行 書 （ 別 記 第 11号 様 式 ） に よ り 、 そ の 状 況 を 明 ら か に す る も の

と す る 。  

(２ ) 運 転 者 が 出 頭 し て 反 則 告 知 を 受 け た 場 合 は 、 当 該 運 転 者 が 反 則 金 を 仮 納 付 す る こ と の で き

る 期 間 及 び 当 該 仮 納 付 の 有 無 を 確 認 す る た め に 必 要 な 期 間 の 経 過 を 待 っ て 、 弁 明 通 知 書 等 を 発

出 す る も の と す る 。  

(３ ) 非 反 則 者 で あ る 運 転 者 を 交 通 切 符 等 に よ り 検 挙 し 、 出 頭 の 日 時 を 指 定 し た 場 合 は 、 当 該 運

転 者 が 正 当 な 理 由 な く 指 定 さ れ た 出 頭 日 に 出 頭 せ ず 、 そ の 後 も 出 頭 す る 見 込 み が な い と き に 、

弁 明 通 知 書 等 を 発 出 す る も の と す る 。  

(４ ) 少 年 （ 送 致 の 時 点 で 成 人 で な い 者 に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る 運 転 者 に 対 し 反 則 告 知 又 は

交 通 切 符 等 に よ る 検 挙 （ 以 下 「 反 則 告 知 等 」 と い う 。 ） を し た 場 合 は 、 弁 明 通 知 書 等 を 発 出 す

る こ と な く 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 に 係 る 手 続 を 打 ち 切 る も の と す る 。  

(５ ) 交 通 指 導 課 長 は 、総 排 気 量 125㏄ 以 下 の 自 動 二 輪 車 、原 動 機 付 自 転 車 、小 型 特 殊 自 動 車 等 に

つ い て は 、 車 両 使 用 者 等 照 会 書 （ 別 記 第 12号 様 式 ） に よ り 関 係 機 関 等 に 照 会 し 、 車 両 使 用 者 等

回 答 書 （ 別 記 第 13号 様 式 ） に よ り 回 答 を 求 め る も の と し 、 そ の 回 答 に 基 づ き 弁 明 通 知 書 等 を 発

出 す る も の と す る 。  

(６ )  交通指導課長は、使用者の所在が不明である場合又は弁明通知書等が返送された場合は、使用者

の所在について、次に掲げる照会等による所要の調査を行った上で、再度、弁明通知書等を発出する

ものとする。 

ア 千葉県住民基本台帳ネットワークシステム端末機による照会 

イ 身上調査照会書（別記第14号様式）及び身上調査回答書（別記第15号様式）による照会 



ウ 放置違反金に関する照会書（別記第16号様式）及び放置違反金に関する回答書（別記第17号様式）

による照会 

２  確 認 標 章 デ ー タ の 修 正  

交 通 指 導 課 長 は 、 所 要 の 調 査 の 結 果 、 確 認 標 章 デ ー タ の 修 正 が 必 要 で あ る と 認 め ら れ た 場 合 の

当 該 放 置 車 両 の 使 用 者 に 対 す る 弁 明 通 知 又 は 運 転 者 に 対 す る 反 則 告 知 等 は 、 原 則 と し て 、 修 正 後

の デ ー タ 内 容 に 基 づ い て 行 う 。 た だ し 、 違 反 事 実 に つ い て 写 真 、 現 場 略 図 等 に よ り 立 証 が 困 難 で

あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 弁 明 通 知 又 は 反 則 告 知 等 は 行 わ な い も の と す る 。  

な お 、 修 正 後 の デ ー タ 内 容 に 基 づ い て 弁 明 通 知 を す る 場 合 は 、 弁 明 通 知 書 に 確 認 標 章 の 記 載 内

容 を 修 正 し た 旨 を 記 載 す る も の と す る 。  

３  弁 明 通 知 の 公 示 送 達  

交 通 指 導 課 長 は 、 所 要 の 調 査 の 結 果 、 使 用 者 の 所 在 が 判 明 せ ず 、 弁 明 通 知 書 等 を 送 達 で き な い

場 合 は 、 弁 明 通 知 公 示 送 達 書 （ 別 記 第 18号 様 式 ） を 公 安 委 員 会 の 掲 示 板 に 掲 示 し 、 公 示 送 達 に よ

り 弁 明 通 知 を 行 う も の と す る 。  

第 ５  放 置 違 反 金 納 付 命 令  

１  放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 決 定  

(１ ) 弁 明 書 の 審 査  

交 通 指 導 課 長 は 、 弁 明 書 が 提 出 さ れ た 場 合 は 、 弁 明 内 容 に つ い て 所 要 の 事 実 調 査 を 行 い 審 査

す る も の と し 、 受 理 及 び 審 査 の 経 過 を 弁 明 受 理 票 （ 別 記 第 19号 様 式 ） で 明 ら か に し て お く も の

と す る 。  

な お 、 調 査 に 当 た っ て は 、 前 記 第 ４ の １ の (６ )と 同 様 の 調 査 を 行 う も の と す る 。  

(２ ) 交 通 指 導 課 長 は 、 弁 明 内 容 の 審 査 の 結 果 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 が 適 当 と 認 め ら れ る 場 合 又

は 提 出 期 限 ま で に 弁 明 書 が 提 出 さ れ な い 場 合 は 、放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 決 定 を 行 う も の と す る 。 

２  書 面 に よ る 放 置 違 反 金 納 付 命 令  

(１ ) 交 通 指 導 課 長 は 、 弁 明 通 知 書 等 の 発 出 後 、 弁 明 書 の 提 出 期 限 ま で に 放 置 違 反 金 に 相 当 す る

金 額 の 仮 納 付 が さ れ て い な い 場 合 は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 書 （ 細 則 別 記 様 式 第 ４ 号 様 式 の ２ ）

及 び 放 置 違 反 金 納 入 通 知 書（ 財 務 規 則 別 記 第 28号 様 式 の ２ ）（ 以 下「 納 付 命 令 書 等 」と い う 。）

を 発 出 し 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 う も の と す る 。  

な お 、 納 付 命 令 発 行 書 （ 別 記 第 20号 様 式 ） に よ り 、 そ の 状 況 を 明 ら か に す る も の と す る 。  

(２ ) 交 通 指 導 課 長 は 、 使 用 者 の 所 在 が 不 明 で あ る 場 合 又 は 納 付 命 令 書 等 が 返 送 さ れ た 場 合 は 、

第 ４ の １ の (６ )と 同 様 の 調 査 を 行 っ た 上 で 、 再 度 、 納 付 命 令 書 等 を 発 出 す る も の と す る 。  

３  放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 公 示 送 達  

交 通 指 導 課 長 は 、 所 要 の 調 査 の 結 果 、 使 用 者 の 所 在 が 判 明 せ ず 、 納 付 命 令 書 等 を 送 達 で き な い

場 合 は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 公 示 送 達 書 （ 別 記 第 21号 様 式 ） を 公 安 委 員 会 の 掲 示 板 に 掲 示 し 、 公

示 送 達 に よ り 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 う も の と す る 。  

４  公 示 に よ る 放 置 違 反 金 納 付 命 令  

弁 明 通 知 書 等 の 発 出 後 、 弁 明 書 の 提 出 期 限 ま で に 放 置 違 反 金 に 相 当 す る 金 額 が 仮 納 付 さ れ た 場

合 は 、 法 第 51条 の ４ 第 10項 の 規 定 に よ り 、 弁 明 通 知 書 番 号 を 記 載 し た 放 置 違 反 金 公 示 納 付 命 令 書

（ 規 則 別 記 様 式 第 ３ の ９ ） を 公 安 委 員 会 の 掲 示 板 に 掲 示 し 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 う も の と す

る 。  

５  放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 取 扱 い  

放 置 違 反 金 納 付 命 令 は 、 確 認 標 章 を 取 り 付 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 30日 を 経 過 し た 日 以 降 、

速 や か に 行 う も の と す る 。 た だ し 、 当 該 違 法 駐 車 行 為 に つ い て 運 転 者 が 反 則 金 を 納 付 し て い る 場

合 又 は 公 訴 を 提 起 さ れ た 場 合 若 し く は 審 判 に 付 さ れ た 場 合 は 、 行 わ な い も の と し 、 当 該 違 法 駐 車

行 為 を し た 運 転 者 に 反 則 告 知 を し て い る 場 合 の 取 扱 い は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 運 転 者 （ 少 年 を 除 く 。 ） に 通 告 を し て い る 場 合  

当 該 運 転 者 が 反 則 金 を 納 付 す る こ と の で き る 期 間 及 び 当 該 納 付 の 有 無 を 確 認 す る た め に 必 要

な 期 間 の 経 過 後 、 当 該 期 間 内 に 反 則 金 の 納 付 が 確 認 で き な い 場 合 は 、 立 証 状 況 に 照 ら し 公 訴 提

起 が 確 実 と 見 込 ま れ る 事 案 に 限 り 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 手 続 を 保 留 す る こ と と し 、 不 起 訴 が

見 込 ま れ る 事 案 の 場 合 は 、 運 転 者 の 送 致 と 並 行 し て 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 う も の と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 っ た 後 、 当 該 事 案 に つ い て 公 訴 が 提 起 さ れ た こ と



を 確 認 し た 場 合 は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 取 消 手 続 を と る も の と す る 。  

な お 、 通 告 を 受 け る べ き 者 の 所 在 が 不 明 で あ る な ど の 理 由 に よ り 、 通 告 の 実 施 が 見 込 め な い

事 案 に つ い て は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 う も の と す る 。  

(２ ) 非 反 則 者 で あ る 運 転 者 （ 少 年 を 除 く 。 ） を 交 通 切 符 等 に よ り 検 挙 し て い る 場 合  

出 頭 の 日 時 を 指 定 し た 場 合 に お い て 、 当 該 運 転 者 が 指 定 さ れ た 出 頭 日 に 出 頭 し な か っ た 場 合

は 、 後 日 の 出 頭 及 び 公 訴 提 起 が 確 実 と 見 込 ま れ る 場 合 を 除 き 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 う も の

と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 っ た 後 、 当 該 事 案 に つ い て 公 訴 が 提 起 さ

れ た こ と を 確 認 し た 場 合 は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 取 消 手 続 を と る も の と す る 。 ま た 、 遠 隔 地

に 居 住 す る 非 反 則 者 で あ る 運 転 者 を 検 挙 し 、 出 頭 の 日 時 を 指 定 し な か っ た 場 合 は 、 原 則 と し て

放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 手 続 を 保 留 す る も の と し 、 当 該 運 転 者 の 不 起 訴 が 確 認 さ れ た 後 に 、 放 置

違 反 金 納 付 命 令 を 行 う も の と す る 。  

(３ ) 少 年 で あ る 運 転 者 に 反 則 告 知 又 は 交 通 切 符 等 に よ り 検 挙 し て い る 場 合  

放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 う こ と な く 、 そ の た め の 手 続 を 打 ち 切 る も の と す る 。  

６  放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 わ な い 場 合 の 通 知 及 び 仮 納 付 さ れ た 放 置 違 反 金 に 相 当 す る 金 額 の 返 還  

弁 明 通 知 書 等 の 発 出 後 、 弁 明 書 の 提 出 期 限 ま で に 仮 納 付 が さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 仮 納 付 を

し た 者 に つ い て 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 わ な い こ と と し た と き は 、 交 通 指 導 課 長 は 、 使 用 者 に

仮 納 付 金 返 還 通 知 書（ 別 記 第 22号 様 式 ）に よ り 通 知 の 上 、仮 納 付 金 返 還 請 求 書（ 別 記 第 23号 様 式 ）

の 提 出 を 求 め 、 当 該 仮 納 付 に 係 る 金 額 を 返 還 す る 手 続 を と る も の と す る 。  

７  放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 取 消 し 及 び 納 付 さ れ た 放 置 違 反 金 等 に 相 当 す る 金 額 の 還 付  

(１ ) 法 第 51条 の ４ 第 16項 の 規 定 に よ り 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 取 り 消 す 場 合 は 、 交 通 指 導 課 長

は 、放 置 違 反 金 納 付 命 令 取 消 通 知 書（ 別 記 第 24号 様 式 ）に よ り 、使 用 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

な お 、 既 に 当 該 放 置 違 反 金 納 付 命 令 に 係 る 放 置 違 反 金 等 が 納 付 さ れ 、 又 は 徴 収 さ れ て い る 場

合 に は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 取 消 （ 兼 ） 還 付 通 知 書 （ 別 記 第 25号 様 式 ） に よ り 、 使 用 者 に 通 知

す る も の と し 、 放 置 違 反 金 還 付 請 求 書 （ 別 記 第 26号 様 式 ） の 提 出 を 求 め 、 当 該 放 置 違 反 金 及 び

延 滞 金 （ 以 下 「 放 置 違 反 金 等 」 と い う 。 ） に 相 当 す る 金 額 を 還 付 す る 手 続 を と る も の と す る 。  

(２ ) 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 行 う こ と が 妥 当 で な い と 認 め ら れ る 場 合 に 、 法 第 51条 の ４ 第 16項 の

規 定 に よ ら な い で 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 取 り 消 す 場 合 は 、 交 通 指 導 課 長 は 、 放 置 違 反 金 納 付 命

令 取 消（ 兼 ）還 付 通 知 書 又 は 放 置 違 反 金 納 付 命 令 取 消 通 知 書（ 以 下「 取 消（ 兼 ）還 付 通 知 書 等 」

と い う 。 ） に 必 要 な 補 正 を 加 え て 、 使 用 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

(３ ) 交 通 指 導 課 長 は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 取 消 し を 受 け た 者 の 所 在 が 不 明 な 場 合 及 び 発 出 し

た 取 消 （ 兼 ） 還 付 通 知 書 等 が 返 送 さ れ た 場 合 は 、 第 ４ の １ の (６ )と 同 様 の 調 査 を 行 っ た 上 で 、

再 度 、 取 消 （ 兼 ） 還 付 通 知 書 等 を 発 出 す る も の と す る 。  

(４ ) 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 取 り 消 す こ と と し た 使 用 者 か ら 、 放 置 違 反 金 が 納 付 さ れ た 場 合 や 使

用 者 が 誤 っ て 放 置 違 反 金 を 重 複 し て 納 付 し た 場 合 に は 、 交 通 指 導 課 長 は 、 還 付 通 知 書 （ 別 記 第

27号 様 式 ） に よ り 、 使 用 者 に 通 知 す る も の と し 、 放 置 違 反 金 還 付 請 求 書 の 提 出 を 求 め 、 放 置 違

反 金 に 相 当 す る 金 額 を 還 付 す る 手 続 を と る も の と す る 。  

８  放 置 違 反 金 納 付 命 令 の 取 消 し の 公 示 送 達  

交 通 指 導 課 長 は 、 所 要 の 調 査 の 結 果 、 使 用 者 の 所 在 が 判 明 し な い 場 合 に お い て 、 取 消 （ 兼 ） 還

付 通 知 書 等 を 送 達 で き な い と き は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 取 消 （ 兼 ） 還 付 公 示 送 達 書 （ 別 記 第 28号

様 式 ） 又 は 放 置 違 反 金 納 付 命 令 取 消 公 示 送 達 書 （ 別 記 第 29号 様 式 ） を 、 還 付 通 知 書 を 送 達 で き な

い と き は 、 還 付 公 示 送 達 書 （ 別 記 第 30号 様 式 ） を 公 安 委 員 会 の 掲 示 板 に 掲 示 し 、 公 示 送 達 す る も

の と す る 。  

第 ６  督 促  

１  放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 受 け た 者 が 納 期 限 を 経 過 し て も 放 置 違 反 金 を 納 付 し な い と き は 、 納 期 限

後 20日 以 内 に 督 促 を 行 う も の と し 、 交 通 指 導 課 長 は 、 督 促 状 （ 細 則 別 記 第 ４ 号 様 式 の ２ の ３ ） 及

び 放 置 違 反 金 納 付 書 （ 財 務 規 則 別 記 31号 様 式 （ そ の ３ ） （ 以 下 「 督 促 状 等 」 と い う 。 ） ） を 発 出

す る も の と す る 。  

な お 、 督 促 状 発 行 書 （ 別 記 第 31号 様 式 ） に よ り 、 そ の 状 況 を 明 ら か に す る も の と す る 。  

２  交 通 指 導 課 長 は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を 受 け た 者 の 所 在 が 不 明 な 場 合 又 は 発 出 し た 督 促 状 等 が

返 送 さ れ た 場 合 は 、 第 ４ の １ (６ )と 同 様 の 調 査 を 行 っ た 上 で 、 再 度 、 督 促 状 等 を 発 出 す る も の と



す る 。  

３  交 通 指 導 課 長 は 、 所 要 の 調 査 の 結 果 、 使 用 者 の 所 在 が 判 明 せ ず 、 督 促 状 等 を 発 出 で き な い 場 合

は 、 督 促 を 受 け る 者 の 氏 名 及 び 弁 明 通 知 書 の 番 号 （ 違 反 番 号 ） が 記 載 さ れ た 放 置 違 反 金 督 促 公 示

送 達 書 （ 別 記 第 32号 様 式 ） を 公 安 委 員 会 の 掲 示 板 に 掲 示 し 、 公 示 送 達 に よ り 督 促 を 行 う も の と す

る 。  

第 ７  催 促  

１  督 促 状 に 記 載 さ れ た 指 定 納 付 期 限 経 過 後 １ 月 が 経 過 し て も 、 放 置 違 反 金 等 の 納 付 が さ れ な い 場

合 は 、 文 書 、 口 頭 、 電 話 等 に よ り 催 促 を 行 う も の と す る 。  

２  交 通 指 導 課 長 は 、 文 書 に よ る 催 促 に つ い て は 、 催 促 状 （ 別 記 第 33号 様 式 ） 及 び 放 置 違 反 金 納 付

書 を 発 出 し て 行 う も の と す る 。  

な お 、 催 促 状 発 行 書 （ 別 記 第 34号 様 式 ） に よ り そ の 状 況 を 明 ら か に す る も の と す る 。  

第 ８  滞 納 処 分  

交 通 指 導 課 長 は 、 督 促 に も か か わ ら ず 、 放 置 違 反 金 等 の 納 付 が な い と き は 、 法 第 51条 の ４ 第 14項

の 規 定 に よ り 、 地 方 税 の 滞 納 処 分 の 例 に な ら い 放 置 違 反 金 等 を 徴 収 す る も の と す る 。  

な お 、 手 続 に 伴 っ て 必 要 な 調 査 を 行 う 場 合 に は 、 前 記 第 ４ の １ (６ )と 同 様 の 調 査 を 行 う も の と す

る 。  

第 ９  延 滞 金  

 １  交 通 指 導 課 長 は 、 延 滞 金 を 徴 収 す る と き は 、 放 置 違 反 金 延 滞 金 納 付 書 （ 財 務 規 則 別 記 第 31号 様

式 ８ そ の ４ ） ） を 送 付 し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 滞 納 処 分 及 び 現 金 徴 収 時 は 、 放 置 違 反 金 と

同 時 に 延 滞 金 を 徴 収 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 ２  延 滞 金 の 額 の 計 算 に つ き 細 則 第 ５ 条 の ２ の ４ 第 １ 項 に 定 め る 年 当 た り の 割 合 は 、 閏 （ じ ゅ ん ）

年 の 日 を 含 む 期 間 に つ い て も 、 365日 当 た り の 割 合 と す る 。  

 ３  放 置 違 反 金 延 滞 金 納 付 書 を 送 付 し た 後 、 延 滞 金 の 納 付 が な か っ た 場 合 は 、 翌 年 度 か ら 年 １ 回 以

上 同 納 付 書 を 再 送 付 す る も の と す る 。  

第 10 車 検 拒 否 制 度 に 係 る 事 務  

１  放 置 違 反 金 滞 納 情 報 照 会  

(１ ) 本 人 又 は そ の 代 理 人 か ら の 照 会  

ア  使 用 者 又 は そ の 代 理 人 か ら の 放 置 違 反 金 滞 納 情 報 照 会 は 、 署 又 は 交 通 部 交 通 指 導 課 駐 車 対

策 セ ン タ ー （ 以 下 「 駐 車 対 策 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） の 窓 口 に お い て 、 放 置 違 反 金 滞 納 情 報 照

会 書 （ 本 人 ・ 代 理 人 用 ） （ 別 記 第 35号 様 式 ） に よ り 受 け 付 け る こ と と し 、 そ の 際 、 本 人 確 認

を 確 実 に 行 い 、 照 会 者 が 代 理 人 の 場 合 は 委 任 状 を 提 出 さ せ る も の と す る 。  

イ  署 長 又 は 交 通 指 導 課 長 は 、 放 置 駐 車 違 反 管 理 シ ス テ ム に よ り 必 要 事 項 を 確 認 し 、 照 会 に 係

る 自 動 車 及 び そ の 使 用 者 が 車 検 拒 否 の 対 象 と な っ て い る 場 合 は 、 放 置 違 反 金 滞 納 情 報 回 答 書

（ 別 記 第 36号 様 式 ） で 、 照 会 に 係 る 自 動 車 及 び そ の 使 用 者 が 車 検 拒 否 の 対 象 と な っ て い な い

場 合 は 、 口 頭 で 回 答 す る も の と す る 。  

(２ ) 自 動 車 整 備 事 業 者 か ら の 照 会  

ア  自 動 車 整 備 事 業 者 か ら の 放 置 違 反 金 滞 納 情 報 照 会 は 、 署 に あ っ て は 窓 口 で 、 駐 車 対 策 セ ン

タ ー に あ っ て は フ ァ ッ ク ス 又 は 窓 口 で 、 警 察 庁 及 び 国 土 交 通 省 の 定 め る 同 意 書 兼 放 置 違 反 金

滞 納 情 報 照 会 書 （ 自 動 車 整 備 事 業 者 用 ） に よ り 受 け 付 け る こ と と し 、 そ の 際 、 自 動 車 整 備 振

興 会 が 作 成 し た 自 動 車 整 備 事 業 者 リ ス ト に よ り 自 動 車 整 備 事 業 者 で あ る こ と 及 び 使 用 者 の 同

意 が あ る こ と を 確 認 す る も の と す る 。  

イ  署 長 又 は 交 通 指 導 課 長 は 、 放 置 駐 車 違 反 管 理 シ ス テ ム に よ り 必 要 事 項 を 確 認 し 、 照 会 に 係

る 自 動 車 及 び そ の 使 用 者 が 車 検 拒 否 の 対 象 と な っ て い る 場 合 は 、 必 要 事 項 を 放 置 違 反 金 滞 納

情 報 回 答 書 で 、 照 会 に 係 る 自 動 車 及 び そ の 使 用 者 が 車 検 拒 否 の 対 象 と な っ て い な い 場 合 は 、

そ の 旨 を 口 答 で 回 答 す る も の と す る 。  

（ ３ ）放 置 違 反 金 滞 納 情 報 照 会 を 処 理 し た と き は 、放 置 違 反 金 滞 納 情 報 処 理 簿（ 別 記 第 37号 様 式 ）

に よ り 、 そ の 状 況 を 明 ら か に す る も の と す る 。  

２  納 付 ・ 徴 収 済 確 認 書 の 交 付  

滞 納 処 分 に よ り 放 置 違 反 金 等 を 徴 収 し た 場 合 は 、当 該 放 置 違 反 金 に 係 る 使 用 者 へ 領 収 書 に 代 え 、

納 付 ・ 徴 収 済 確 認 書 （ 別 記 第 38号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。  



ま た 、 放 置 違 反 金 等 を 納 付 し た 者 で 放 置 違 反 金 領 収 書 等 を 紛 失 し た 場 合 等 に は 、 そ の 使 用 者 か

ら 納 付 ・ 徴 収 済 確 認 書 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 39号 様 式 ） の 提 出 を 求 め て 納 付 ・ 徴 収 済 確 認 書 を 交 付

す る こ と 。  

な お 、 他 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 に よ る 放 置 違 反 金 納 付 命 令 に 係 る 納 付 ・ 徴 収 済 確 認 書 は 交 付 で

き な い こ と に 留 意 す る こ と 。  

(１ ) 警 察 施 設 （ 県 本 部 ・ 署 ） の 窓 口 に お け る 交 付  

ア  交 付 場 所  

駐 車 対 策 セ ン タ ー 及 び 全 署  

イ  交 付 手 続  

必 要 な 本 人 確 認 を 行 い 、 申 請 者 が 代 理 人 の 場 合 は 併 せ て 委 任 状 の 提 出 を 求 め 、 必 要 な 調 査

を 実 施 し た 上 で 、 申 請 に 係 る 納 付 ・ 徴 収 済 確 認 書 を 交 付 し 、 納 付 ・ 徴 収 済 確 認 処 理 簿 （ 別 記

第 40号 様 式 ） に よ り 、 そ の 状 況 を 明 ら か に す る も の と す る 。  

(２ ) 郵 送 に よ る 交 付  

ア  交 付 場 所  

駐 車 対 策 セ ン タ ー  

イ  交 付 手 続  

前 記 (１ )イ に 準 じ て 交 付 す る も の と す る 。  

第 11 放 置 違 反 金 納 付 書 の 再 発 行  

放 置 違 反 金 納 入 通 知 書 又 は 放 置 違 反 金 納 付 書 （ 以 下 「 放 置 違 反 金 納 入 通 知 書 等 」 と い う 。 ） の

再 発 行 の 申 請 を 受 け た 場 合 は 、 次 の と お り 取 り 扱 う も の と す る 。  

な お 、 他 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 に よ る 放 置 違 反 金 納 付 命 令 に 係 る 放 置 違 反 金 納 入 通 知 書 等 は 再

発 行 で き な い こ と に 留 意 す る こ と 。  

１  警 察 施 設 （ 県 本 部 ・ 署 ） に お け る 再 発 行  

（ １ ）  再 発 行 場 所  

駐 車 対 策 セ ン タ ー 及 び 全 署  

（ ２ ）  再 発 行 手 続  

必 要 な 本 人 確 認 を 行 い 、 申 請 者 が 代 理 人 の 場 合 は 、 併 せ て 委 任 状 の 提 出 を 求 め 、 放 置 駐 車

違 反 管 理 シ ス テ ム に よ り 必 要 事 項 を 確 認 し て 、 申 請 に 係 る 放 置 違 反 金 納 付 書 を 再 発 行 す る も

の と し 、 納 付 書 再 発 行 申 請 書 処 理 簿 （ 別 記 第 41号 様 式 ） に よ り 、 そ の 状 況 を 明 ら か に す る も

の と す る 。  

２  郵 送 に よ る 再 発 行  

（ １ ） 再 発 行 場 所  

駐 車 対 策 セ ン タ ー  

（ ２ ） 再 発 行 手 続  

前 記 １ （ ２ ） に 準 じ て 再 発 行 す る も の と す る 。  

な お 、 本 人 の 現 住 所 を 確 認 で き る 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と 。  

第 12 関 係 所 属 長 と の 連 携  

交 通 指 導 課 長 は 、 放 置 違 反 金 に 係 る 事 務 処 理 に 関 し 、 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 関 係 所 属 長 と

連 携 を 図 る も の と す る 。  

 

以 下 様 式 省 略  

 


